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東京地方裁判所民事第３８部　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　原告ら訴訟代理人

弁護士　　斉　藤　　　驍　　　　外

第１　羽澤ガーデンの歴史について

　本件土地は、明治時代、三井鉱山を育て三井財閥の総帥として活躍し、最後は血盟団事件で命を落とした團琢磨男爵の所有物であり、團男爵から在日本メソジストエピスコパル宣教師社団（青山学院と同母体）の所有を経て、大正2年に中村是公がこれを購入している（甲第99号証の1、甲第99号証の2）。本件建物及び庭園の基礎は、この是公の時代に築かれた。

中村是公の死後、是公の子博吉から後宮信太郎（陸軍大将後宮淳の長兄）の手に渡り、昭和22年に（株）日山の創業者村上禎一が自宅として購入した。

購入後、同24年にかけて約3年間、社団法人文化協会羽澤ガーデンとして、本件建物は、ＧＨＱ最高司令官マッカーサー元帥等の要人の妻女を対象に、茶道、華道、日本舞踊といった日本文化のカルチャーセンターとして利用されていた。昭和25年、禎一の妻幾野が（株）羽澤ガーデンを設立し、料亭として使用し始めた。そして、平成17年12月末日まで、（株）羽澤ガーデンが維持管理を続けていたのである。

料亭が閉鎖された今からわずか3年前のこの年、夏目漱石の孫・松岡陽子マックレインが京都の茶道家椿わびすけ氏と羽澤ガーデンを訪れた。この時の写真等の記録が甲第99号証の3である。ここから明らかなとおり、羽澤ガーデンは健在であり、建物もろとも緑したたるところであったのである。　

第２　羽澤ガーデンの特長について

１　羽澤ガーデンの特長は、既に証拠として提出した前野ら意見書、西意見書に詳しく記載されているとおりであるが（甲第75号証、甲第76号証）、羽澤ガーデンの最大の特長は建物と庭園が一体となって一つの景観を造り出しているところにある。建物は時代の生き証人であり、何十年もそこに建っているということ自体が歴史的な価値を持つ。特に、羽澤ガーデンの建物は、造られたのが大正4年と明確であるため、当時の優秀な技術を直接知ることができるだけでなく、比較の対象とすることによって、他の建築年代不明の建物の研究にも資する。

２　このような羽澤ガーデンの価値は、昭和60年代にはすでに研究者の間で注目されており、東京大学名誉教授、文化財保護審議会委員、博物館明治村館長等を勤めた建築史家の村松貞次郎氏らの編集による「近代和風建築」という書籍にも紹介されている（甲第100号証）。

「近代和風建築」によれば、日本の伝統的木造建築の黄金期は、明治から大正、昭和にかけてのころであり、この時期、日本の建築界は、全く新しい西洋建築の様式に触発されて、伝統の日本建築を和風という言葉で確認し、そのことで和風という様式を西洋を相手に相対的に確立したのであり、それらの建築の評価は「我々の内なるジャポニズム」の確認だとされている。

　大正4年に建築された羽澤ガーデンは、まさにこの時代に建築されたものであり、関東大震災と戦災による焼失を免れ、大正期の近代和風建築の特長を現代に伝える貴重な生き証人と言える。

　３　このように、羽澤ガーデンは、歴史的な価値、景観的な価値そして、都市としての価値を備える、決して取り壊してはならない、重要な文化財なのである。

　　

第３　羽澤ガーデンの文化財と景観を守る会の設立について

　１　平成20年10月14日、多くの文化人らが発起人となって、「羽澤ガーデンの文化財と景観を守る会」が発足した（以下「守る会」という。甲第95各号証）。「守る会」は、羽澤ガーデンが重要な文化財であるばかりでなく、かけがえのない緑の景観であることに着目し、これを失うことは東京の環境と文化の崩壊に繋がるとして、各界を代表する我が国有数の有識者50有余人の呼びかけにより羽澤ガーデンの保存を目的として組織されたものである（甲第95号証の1のイからニ）。

　　　「守る会」が、平成19年に世間に公表された本件マンション開発計画をきっかけにこの環境破壊の計画を憂いて設立されたことは言うまでもない。

　２　平成20年12月12日、「守る会」は渋谷区南青山にて設立記念フォーラムを開催し、参加者は150名を超えた（甲第101号証の1から4）。

　　　このフォーラムでは、中村是公の親友夏目漱石の孫である半藤末利子氏、その夫で作家の半藤一利氏が漱石と是公のエピソードについて語り、作家の黒井千次氏及び三田誠広氏、元最高裁判事の園部逸夫氏が、それぞれ歴史ある羽澤ガーデン保存の重要性を訴えた。中村是公の孫である有馬文子氏も出席したが、これはかつてないことである。
また、前野まさる氏、西和夫氏、千葉大学工学部教授の福川裕一氏は学術的な観点からの保存の必要性を述べ、朝日新聞の将棋の元観戦記者である東公平氏らは数々行われた羽澤ガーデンでの名人戦の思い出、（株）羽澤ガーデンの女将森美枝子氏の人情味のあるもてなしについて語った。

　３　このような講演や議論の内容を踏まえ、フォーラムでは参加者全員により羽澤ガーデンの文化的価値、歴史的価値、建築史的価値が確認され、会として国に対し重要文化財指定要求を行う提言を採択した（甲第102号証、甲第103号証）。

　４　羽澤ガーデンの保全を目的とした「守る会」の発足及び活動内容からも分かるとおり、羽澤ガーデンの建造物と庭が重要文化財に指定されるべき価値を備えていることは客観的な事実であり、本件開発計画は東京のみどりと文化の象徴を破壊するものであるから断固阻止しなければならないという認識は、原告らのみならず多くの人々の共通認識なのである。

第４　被告東京都の「自然地」性判断の杜撰さについて

　１　被告東京都は、約4,380㎡の樹林を擁する本件土地について、自然地はたった897㎡であると判断し、本件土地の開発にあたって東京都の東京における自然の保護と回復に関する条例（以下「都条例」という）第47条で定める知事の許可は不要と判断した。

　　　この被告東京都の判断がいかに杜撰で事実に反するものであるかについては既に主張のとおりであるが、被告東京都が他の開発行為に対しても同様の杜撰な判断を行い、知事の許可を得る手続きを免れさせ、違法な開発行為に力を貸している。

　２　例えば、本件と同じ広尾地区にあり、渋谷区みどりの確保に関する条例（以下「区条例」という）上の指定樹林が約8,000㎡存在していた日赤医療センターの開発行為につき、被告東京都はこの樹林が都条例上の「自然地」には該当しないと主張した（甲第97号証）。

　　　そこで、同事件の原告らが、①都条例47条の適用除外と判断するまでに作成・収集した資料の提出を求め、②現地調査時の詳細、③自然地認定の根拠と基準についての釈明を求めたところ、①関係書類は全て破棄し、②現地調査は行っていないと回答し、③自然地認定の根拠と基準については何ら回答を行わなかった（甲第92号証）。

　　　この回答が意味するのは、被告東京都は、「市街地等の緑化、自然地の保護と回復、野生動植物の保護等の施策を推進することにより、東京における自然の保護と回復を図り、もって広く都民が豊かな自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を確保すること」を目的とする都条例の趣旨（都条例第１条）を全く無視し、現地調査すら行わずに開発業者の言うがまま、都条例47条の適用除外決定を行ったということである。

　　　自然地認定の根拠と基準について、被告東京都は日赤医療センターの事件でなぜか沈黙しているが、本件訴訟では「樹木等の集まりだけでなく、地面が人や自動車によって踏圧されておらず、昆虫類や植物の種子が地面下に進出し生息･生育することが可能であるなど、樹木等の集まりが動植物の生育・生息環境として成り立ちうるかを総合的にとらえる」と基準らしきものを提示している。

この基準自体、既に述べたとおり全くの後付けであると信じるものだが、被告東京都の主張によればこの「基準」は存在している。基準だとすれば、当然日赤医療センターの件に関しても、自然地性判断に適用しているはずである。

　　　ところが日赤医療センターの件で被告東京都は現地調査を行っていない。現地調査を行わないことには「地面が人や自動車によって踏圧されているか」「昆虫類や植物の種子が地面下に進出し生息・生育することが可能か」といった具体的な事実が分からず、「樹木等の集まりが動植物の生育・生息環境として成り立ちうるか」を「総合的にとらえる」ことなどできない。すなわち、日赤医療センターの件ではこの「基準」を用いず、約8,000㎡の樹林を自然地でないと判断したことになる。

ある事例では用いある事例では用いない「基準」など存在しない。日赤医療センターの件で被告東京都が現地調査を行わなかったのは、現地調査をすれば、東京都のいういかなる「基準」からみても、自然地であることが明らかになるからであった。被告東京都が、ある土地について自然地であるか否かを判断する客観的根拠も基準も持っておらず、その判断は極めて恣意的なものにすぎないことを如実に示しているのである。
３　このように被告東京都は、開発行為を規制して東京の自然の保護と回復を目指す都条例の趣旨を没却し、杜撰な判断で都条例第47条の適用を違法に免れさせることにより、開発行為を促しているのである。

第５　開発許可の手続きについて

　１　原告らは再三、被告東京都が本件土地について都条例第47条の適用除外と判断したこと、つまり、本件土地の開発に都知事の許可が不要と判断したことを違法であると主張してきた。本来、本件土地は、都条例第47条が適用されるべきであって、開発許可手続きを経た上で知事の許可を受けて初めて開発行為に着手し得る土地だからである。

２　開発許可を得るためには、都条例施行規則第53条に定める許可申請書及び指定の添付書類を都知事に提出しなくてはならない。

都知事は、開発許可申請のあった開発行為につき、都条例規則第52条に定める緑地等についての7項目の要件を満たす場合にのみ開発許可を与える（都条例第47条第2項）。7項目とは、①行為地及びその周囲の状況から判断して、土地の利用並びに施設の計画及び工事の施行方法等が、自然の保護と回復につき、十分に配慮されたものであること②土地の造成、地表の舗装等土地の形質の変更が必要最小限であり、かつ地形に順応したものであること③切土、盛土、一時的な土砂のたい積又は調節池等の排水施設、えん堤若しくはよう壁等の設置を行う場合は、それらが適正に行われ、土砂等の崩落、汚濁水の発生等による被害が生じるおそれのないものであること④雨水等の地下浸透について十分に配慮されていること⑤行為地内に現存する良好な土壌が確保され、植栽の土壌として利用されていることについて十分な配慮がなされていること⑥動植物の生息又は生育について適正な配慮がなされていること⑦それぞれの緑地の確保及び緑化が行われていること、であり、これらの要件を全て満たさなければ開発許可は下りない。

許可申請のための添付書類は当該開発計画がこれらの要件を満たすかどうかの判断資料で、①計画概要書②行為地の位置図及び方位を示すもの、土地の登記簿謄本及び公図の写し、面積測量図、行為地内及びその周辺の土地の地形、土壌、動植物の生息又は生育状況等の自然の状況を示す図書③建築物その他の工作物の位置、規模、形状等を示す図書、開発行為の施工方法を示す図書、土地の造成計画を示す図書、土壌の確保及び利用計画を示す図書④切土又は盛土法面のこう配、調整池、えん堤、よう壁等の設計を示す図書⑤雨水等の地下浸透対策を示す図書⑥行為地内に存する動植物の生息地又は生育地の保護及び回復計画を示す図書⑦緑地等の位置、規模、樹木の本数、施工及び管理計画等を示す図書、となっているが（甲第104号証）、実際の許可（協議）申請手続きが行われた例では、実に46通に及ぶ詳細な調査資料が提出されている（甲第105号証の1、甲第105号証の2）。

　３　本件開発計画が、都条例規則第52条の要件を満たさないものであることはすでに明らかであるが、許可申請に必要な本件開発計画についての書類を作成すれば、被告東京都にとっても書面上明らかになるはずである。

　　　そうなれば、被告東京都としても開発許可を出すことはできず、本件開発計画は頓挫せざるを得ない。

　　　開発業者らが、都条例47条の適用を免れようとしたのは、このような事情を見越したからに外ならない。
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